
令和8年度

申請・相談窓口

申請受付
期間

土、日、祝を除く　午前9時～午後4時

令和8年 月 日7 10 金 月 日8 20 木

※事前相談は随時行っております。（担当：岩切）

〒880-0803　宮崎市旭1丁目116番1　県庁7号館3階
一般社団法人宮崎県産業資源循環協会

mail:info@miyazaki-sanpai.com   HP:http://www.miyazaki-sanpai.com

電話:0985-26-6881
FAX:0985-31-1703

土、日、祝を除く　午前9時～午後4時

　宮崎県では、循環型社会の形成を目指して、資源の循環的な
利用を促進し、リサイクル産業の育成を図ることを目的として､
一定の基準を満たす廃棄物等を原料としたリサイクル製品を
｢みやざきリサイクル製品」として認定しています。

①土木建築資材
　●再生加熱アスファルト混合物
　　（再生粗粒度混合物、スラグ入り再生加熱アスファルト混合物等）
　●再生プレキャストコンクリート製品（L型擁壁、境界ブロック等）
　●循環資源を原料にした路盤材
　　（再生粒度調整砕石、再生クラッシャーラン等）
　●舗装用ブロック（平板、インターロッキングブロック等）
　●その他の土木建築資材

②農業用資材
　●堆肥、米ぬか等を原料にした特殊肥料
　●木（竹）炭、おが（竹）粉等を原料にした土壌改良材
　●動植物性残渣、下水汚泥等を原料にした普通肥料
　●木材チップ、おが（竹）粉を原料にした敷料
　●食品廃棄物又は未利用竹等を原料にした飼料

③有機系土木・園芸資材
　●未利用木（竹）材、廃木材等を原料にした木（竹）製品
　　（ガードレール、プランター等）

④燃料資材
　●未利用木（竹）材、廃木材等を原料にした木質チップ及び
　　木質燃料（ブリケット）
　●未利用木材、廃木材等を原料にした木質ペレット
　●RPF（固形燃料）

⑤生活関連用品
　●紙類　●文具類　●オフィス家具等　●照明　●制服・作業服等
　●インテリア・寝装寝具　●作業手袋　●その他繊維製品
　●災害備蓄用品　●ごみ袋　●日用品　●玩具

⑥生活関連用品以外のプラスチック製品
⑦その他リサイクル製品
※こちらに記載したもの以外の製品も受け付けておりますので、御相談ください。

募集品目 申請書類等
①みやざきリサイクル製品認定申請書

②申請手数料
無料です。ただし、申請のため実施する品質試験等に要する経費

　は申請者の負担となります。
※品質試験等に要する経費については、宮崎県の補助制度がありますので、詳しくは
県のホームページで御確認ください。

令和8年度

認定のメリット
みやざきリサイクル製品として認定
を受けると、認定製品を紹介するカ
タログに掲載され、関係機関等に
配付されます。
また、11月に開催される「みやざき
テクノフェア」に認定製品を紹介す
るコーナーが設置され、製品の展
示等を行うことができます。

認定マーク

申請書を作成し、2部提出してください。
申請書は、宮崎県ホームページ又は（一社）宮崎県産業資源循
環協会ホームページの様式集からダウンロードできます。なお、
申請書については、「令和8年度みやざきリサイクル製品認定制度の
手引」に申請記載要領を詳細に示していますので、作成の参考に
してください。



令和7年度認定みやざきリサイクル製品令和7年度認定みやざきリサイクル製品

地球環境に優しい製品を使って、
循環型社会を実現しましょう!
地球環境
循環型社会
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令和7年度は、14社88製品を認定しました。認定製品・認定制度について、詳しくは県ホームページをご覧ください。


